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１. 能登半島地震災害対応 ①-1 被害状況
※石川県公表資料
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※環境省公表資料１. 能登半島地震災害対応 ①-2 被害状況
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１. 能登半島地震災害対応 ①-3 被害状況
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・令和6年1月に、環境省から被害調査の委託を受け

て開始した。

・石川県浄化槽協会のみでは調査を行う人員が不足

していた。

・富山県、福井県、長野県の各浄化槽協会に調査

業務を依頼した。

・コールセンターに調査依頼があった浄化槽に対し

て、２人１組にて現場調査を実施した。

被災した個人設置浄化槽の被害調査について

１. 能登半島地震災害対応 ②-1 全浄連の対応
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令和６年能登半島地震における浄化槽の復旧に対する地方負担の軽
減（国庫補助率嵩上げ等）について

※石川県公表資料
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※環境省公表資料
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被災した個人設置浄化槽の位置情報システムを構築

浄化槽情報収集システム概要
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１. 能登半島地震災害対応 ②-2 全浄連の対応
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１. 能登半島地震災害対応 ②-3 全浄連の対応



浄化槽被害状況カルテ その1
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浄化槽被害状況カルテ その2
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Dropbox

行政情報

浄化槽調査情報

コールセンター情報

補助金受付情報

補助金審査情報

環境省

石川県浄化槽協会

浄化槽調査

補助金申請受付

コールセン

ター

調査受付情報

共有

補助金写真審

査

補助金情報共

有

全浄連
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１. 能登半島地震災害対応 ②-4 全浄連の対応
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コールセンターによる被害状況調査受付件数・調査結果概要

設置浄化槽種類

浄化槽被害状況

建物の被災状況

令和6年（2024年）12月27日時点 総受付数4,843件

合併処理浄化槽 単独処理浄化槽 不明 合計件数

2,248 1,613 984 4,845

使用可能 修理必要 入替必要 未調査および不明 合計件数

260 460 2,704 1,429 4,853

建築用途

住宅 集合住宅 併用住宅 その他 不明

3,554 45 132 301 811

被害なし 被害あり 不明

313 2630 1900
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• 地元の工事業者も多数被災しており対応ができないため、
環境省より工事業者紹介の依頼があった。

・東京、静岡、長野、福井の浄化槽工事業者に依頼

して復旧工事を実施した。

・石川県内での浄化槽工事については石川県の登録・届出

必要。そのため石川県は他県の工事業者に対し、浄化槽

工事業の登録等を短期間で行った。

・補助金の代理受領

工事業者が補助金を直に受理できるようにするためには、

精算交付申請時等に代理受領届出書を併せて提出する。

復旧工事業者手配業務について

１. 能登半島地震災害対応 ②-5 全浄連の対応
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•環境省から、被災した個人設置浄化槽の復旧工事の
ための補助金申請の審査業務の依頼を受け、コール
センターにて申請および実績報告書類の審査業務を
行った

＊補助金交付申請は2種類

1.通常の補助金交付申請

浄化槽が設置されている市町に補助金申請を行い、交付

決定後に工事着工

2.精算交付申請

復旧工事完了後に補助金精算交付申請を行う

補助金申請書類の審査業務について

１. 能登半島地震災害対応 ②-6 全浄連の対応
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問題点

● 補助金交付の対応が６市町でそれぞれ異なっていた。

・補助事業の対象となる工事の範囲、補助金の割合等、対応が市町により異なって

いた。

・補助事業の要綱が出そろったのが令和６年５月であった。

⇒対応策 （提案）

・県が主導して市町ごとの補助事業を統一させる

１. 能登半島地震災害対応 ③-1

被災浄化槽復旧を通じて浮かび上がった問題点と対応策
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問題点

● 上水道復旧工事が優先された。

・上水道のみが復旧しても、宅内配管が復旧していないため、水道の使用が

   出来ない。

・宅内配管が復旧しても、浄化槽が破損しているので、排水が出来ない。

⇒対応策 （提案）

・上水配管、宅内配管および浄化槽の復旧を同時に行う。

宅内配管は地元業者が行う。

浄化槽工事業者は他県業者が行っても問題無い。地元業者と連携して行う。

１. 能登半島地震災害対応 ③-2

被災浄化槽復旧を通じて浮かび上がった問題点と対応策
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問題点

● 工事業者の不足

・県内の工事業者も被災し、上水、下水、宅内配管、浄化槽の復旧対応ができない。

● 業者の不足

・県内の清掃業者も被災し、修理を必要とする浄化槽、また仮設トイレの清掃汲

み取りができない。

⇒対応策 （提案）

・発災時に速やかに業者を派遣するため、 近隣県だけではなく、広域的な災害

協定を締結することが必要。

災害発生時は県が中心となり、災害復旧の体制を整えることが重要。

＊被災した市町ごとの対応ではなく県が一体的に復旧への対応を行う。

１. 能登半島地震災害対応 ③-3

被災浄化槽復旧を通じて浮かび上がった問題点と対応策
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1.災害協定

近隣の県だけではなく、広域的な災害協定を締結することが

必要。

☆各県において法定協議会（県、市町村および民間団体）を設立

     し、県主導による災害協定の締結を目指す。

１. 能登半島地震災害対応 ④－1 今後の方向性
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2.今後の汚水処理

☆人口減少、過疎化、高齢化が進行していた地域において、被災によるさら

    なる人口の流出が予想される。被害を受けた下水道区域の復旧整備にあ

たっては、迅速な対応が可能であり整備費が下水道より安価となる浄化槽

が望ましい。

☆災害時には各県地域の特性を生かし、住民の要望などを踏まえ、水道事業、

汚水処理事業全体の持続性向上を目指して、すべてのエリアを元通りに復

旧するのではなく、汚水処理のベストミックスを目指すべきである。適切な

汚水処理手法の選択が求められている

☆政府として汚水処理を線から点への方向性を目指している。国交省の令和

7年度予算では下水道配管の撤去費用の補助、農水省も農業集落排水の

    撤去費用の補助を追加している。

１. 能登半島地震災害対応 ④-2 今後の方向性
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２. 浄化槽を活用した避難所トイレシステム

避難所浄化槽を設置する利点

・下水道区域において、災害時に下水道が被災し下水道の使

用が制限された直後においても、浄化槽によりトイレの汚水

を沈殿処理し、消毒後に側溝等に放流ができる。

・浄化槽の貯留部の容量を数か月分とすることにより、バキューム車
による引抜が長期に渡り不可能な場合でも、トイレが使用可能。
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浄化槽を活用した避難所トイレシステム 主要設備 1

浄化槽

・浄化槽を設置する利点

☆汚泥を一定期間貯留できるため、バキューム車による引抜を

一定期間行わなくとも水洗トイレが使用可能。

☆水質汚濁防止法の一般排出基準を満たし、塩素消毒された

排水を放流可能。

・浄化槽を設置する際の留意点

☆地震発生時の液状化現象を想定し、耐震性を考慮した配管材、

浄化槽本体の浮上防止のためのスラブ支柱施工などの対策が

必要。

☆浄化槽を運転するために必要な電源等の確保。
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浄化槽を活用した避難所トイレシステム 主要設備 ２

トイレ設備

・屋内水洗トイレ（節水型洋式トイレ）

平時に使用している既設トイレの一部を災害時の主たるトイレとする。障害者用専用トイ

レも確保

・携帯トイレ、簡易トイレ、仮設トイレおよびマンホールトイレ等

併用の計画とする。

トイレおよび浄化槽を使用するための必要設備

・トイレ洗浄水の供給設備

井戸水、雨水貯留槽、プール水など。場合によりろ過機や脱塩素装置も設置

・電源供給設備

ポンプ（トイレ洗浄水用、浄化槽）、浄化槽ブロワに必要な電源を太陽光発電設備により

確保。発電量不足時に備え、自家発電装置等の分散型発電装置も設ける。
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太陽光
発電

太陽光
発電

避 難 所

節水トイレ

1個/50人
男:女＝1:3

その他
（手洗い等）

避難所仕様浄化槽

流入部 数か月間
の貯留機能

（バキューム車引抜
不可に対応）

B B B

省エネブロワ
（並列運転）

多少のズレに対応

洪水に対応

浮上防止・省エネ運転に対応

省エネ運転に対応
（通常時の効率化運転）

浮上防止に対応
耐震補強

bb

b

B

P

P

蓄電池

井戸水ポンプ

省エネブロワ

自立・分散型
エネルギー

道路途絶・補給なしに対応
（通常時の効率化運転）

通常運転時
清掃頻度を高めることに
より、貯留容量を確保

道路途絶・バキューム車無しに対応

逆止弁管

浮
上
防
止

避難所浄化槽およびトイレシステムの仕様例 下水道処理区域

消毒剤添加
後放流支柱・根巻

コンクリート

肉厚増し

耐震補強

井戸水など上水
以外の供給

水道途絶に対応
（通常時の効率化運転）
雨水貯留槽、プール水など

（周囲の環境により脱臭装置も併せて設置）臭突管

下水道被災時
放流先

（公共用水域）
側溝など

配管部耐震補強

通常時放流先
下水道

発災時に
配管切替

可とう管
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